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１．計画策定の背景と目的 

《母子家庭・父子家庭など「ひとり親家庭」の増加》 

近年、離婚件数等の増加にともない、母子家庭や父子家庭などのいわゆる「ひとり親

家庭」が全国的に増えています。 

ひとり親家庭は、子育てと生計の担い手という二つの役割を保護者が一人で担う直後

からその生活は大きく変化し、子どもの養育、住居、収入など日常生活全般にわたるさ

まざまな困難に直面することになります。 

特に母子家庭においては、子育てをしながら、収入面・雇用条件面でよりよい職業に

就き、経済的な自立と生活の安定を図っていくことが、母にとっても、子どもの成長に

とっても重要なことであり、自立支援策の充実がこれまで以上に求められています。ま

た、寡婦についても、収入が低い状況にあり、経済的不安のほか、加齢にともない健康

面で不安を抱える人が多くなっています。 

一方、父子家庭においては、すでに家計の担い手として就労している場合が多く、就

労面や経済的な面で母子家庭ほどの困難をともなうことはないものの、子どもの養育や

家事など生活面において多くの問題を抱えており、社会的な支援が必要となっています。 

 

《「母子及び寡婦福祉法」の改正に基づく『自立促進計画』の策定》 

このような状況を受け、国においては、ひとり親家庭等を対象とする施策を抜本的に

見直し、新しい時代に的確に対応できるよう平成14年11月に「母子及び寡婦福祉法」

を改正し、平成15年４月から施行しました。この改正は「きめ細やかな福祉サービスの

展開」と「自立・就業の支援」に主眼をおいたもので、その具体策の一つとして、地方

公共団体における各種支援策を計画的に推進するための自立促進計画の策定を求めてい

ます。 

泉南市では、平成17年３月に策定した「泉南市次世代育成支援対策地域行動計画」の

なかで、「ひとり親家庭の支援」に関する施策の方向を示していますが、市内のひとり親

家庭等を取り巻くさまざまな状況を的確に把握したうえで、その自立を支援するための

施策を総合的かつ計画的に展開していくために、「泉南市母子家庭等自立促進計画」を策

定することとしました。 
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国における母子寡婦福祉制度の主な変遷 

時 期 内 容 

昭和４年 
「救護法」（昭和7年実施） 

・母と１歳未満の乳児からなる貧困母子家庭に対する生活扶助、医療扶助 

昭和12年 
「母子保護法」（昭和13年施行） 

・母と13歳以下の子からなる貧困母子家庭への扶助 

昭和24年 

「母子福祉対策要綱」 

・生活力の弱い母子家庭の保護、次代を担う子どもの健全育成などの観点から、公的扶助の徹底、居住環境

改善、就職斡旋、技能取得促進、保育所優先入所、育英資金貸付の実施、その他課税上の考慮 

昭和27年 「母子福祉資金の貸付等に関する法律」 

昭和34年 「国民年金法」（母子年金・母子福祉年金の支給、死別母子世帯のみ対象） 

昭和36年 「児童扶養手当法」 

昭和39年 
「母子福祉法」制定（昭和39年7月1日施行） 

・母子福祉の基本理念と総合施策の推進 

昭和44年 

「寡婦福祉資金貸付制度」の創設 

・40歳以上の寡婦の自立促進と生活の安定を図るため、知識技能習得講習会、

専門相談の実施、寡婦等自立促進事業の実施 

昭和56年6月 
「母子福祉法」改正（「母子及び寡婦福祉法」に改名、昭和57年4月施行） 

・対象の拡充（寡婦を対象） 

平成２年6月 
「母子及び寡婦福祉法」一部改正（平成3年1月1日施行） 

・母子家庭居宅介護等事業、寡婦居宅介護等事業など 

平成８年12月 中央児童福祉審議会中間報告「母子家庭の実態と施策の方向について」 

平成９年12月 
中央児童福祉審議会児童扶養手当部会報告 

・児童扶養手当の給付を重点化・効率化・有期化することを提言 

平成10年8月 
厚生省児童家庭局長通知、児童扶養手当施行規則改定 

・児童扶養手当の所得制限額の大幅引き下げ、父親からの認知による支給制限が撤廃 

平成11～12年 
「母子及び寡婦福祉法」一部改正 

・介護人派遣事業の実施ほか 

平成14年3月 
「母子家庭等自立支援対策大綱」 

・母子家庭等対策についての施策の基本方針を示す 

平成14年8月 
「児童扶養手当法施行令」一部改正（平成14年8月1日施行） 

・児童扶養手当について、就労による自立を促進する仕組みとするため支給額を見直し 

平成14年11月 

「母子及び寡婦福祉法」一部改正（平成15年4月1日施行） 

・母子家庭等に対する子育て支援の充実、就業支援策の強化、養育費の確保、経済的支援、国

による基本方針策定、都道府県等における自立促進計画の策定等を明確化 

平成15年3月 

「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上の措置に関する基本的な方針」の策定

（平成15年3月19日告示） 

・都道府県・政令指定都市等が策定する自立促進計画の指針 

平成15年７月 

「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」 

（平成15年8月11日施行、平成20年３月末までの時限立法） 

・母子家庭の就労支援について、立法措置を行った。児童扶養手当の支給開始後一定期間を経過した場合等

における児童扶養手当の支給が制限される措置の導入に関して、特別な措置を講じる。 
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２．計画の位置づけと期間 

(1)計画の位置づけ  

この計画は、母子及び寡婦福祉法第12条に基づき、泉南市のひとり親家庭等の自立支

援を総合的に推進するための「基本的計画」として位置づけるものです。 

同時に、大阪府の母子家庭等自立促進計画や「第４次泉南市総合計画」を上位計画と

し、「泉南市次世代育成支援対策地域行動計画」など、各分野の関連計画等との整合・調

整を図りながら策定するものです。 

 

上位計画・関連計画における計画内容 

第４次泉南市総合計画 基本構想・基本計画（平成14年３月策定） 

市の将来像 水・緑・夢あふれる生活創造都市 泉南 

基本構想 

まちづくりの基本方向（施策の大綱） 

２．げんきなまち、やさしさのあるまち 

(2)ともに生きる社会づくり（抜粋） 

子育て支援を総合的・計画的に推進し､すべての子どもが健やかに成長し､

子どもをもちたい人が安心して子どもを生み育てることのできる社会づくり

を進めます。また、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に努めます。 

基本計画 

基本計画／第２章 げんきなまち、やさしさのあるまち 

第２節 ともに生きる社会づくり／４．児童福祉 

①相談体制の充実（抜粋） 

ひとり親家庭の精神的な負担の軽減を図るため、母子相談員や民生・児

童委員などと連携し、相談指導の充実に努めます。 

④生活援助の充実 

ひとり親家庭における生活の安定と経済的自立を支援するため、母子家

庭に対する年金や手当・貸付金制度などの充実とともに、父子家庭に対し

ても、母子家庭に準じた各種制度の整備を国・府に要請します。 

⑤自立促進対策の充実 

ひとり親家庭の保護者が疾病・出産などにより、子どもの養育などが困

難である場合には、子育て支援短期利用事業を推進します。また、介護を

必要とする場合には介護人派遣制度の利用を促進します。 

さらに、公共職業安定所との連携を図り、雇用情報の提供に努めます。

また、時代に適応した技術・技能修得のための講座の開設を、府などと連

携して行うように努めます。 
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泉南市次世代育成支援対策地域行動計画（平成17年３月策定） 

基本理念 子どもとおとなが、ともに夢や希望を語り、育むまち・泉南 

重点課題 

「障がい」児を育てる、ひとり親で育てる、あるいは虐待に追いつめられる

親など、特別な支援が必要です。きめ細やかな特別支援の充実に取り組むこと

が必要です。 

基本的視点 

(2)出生前から思春期まで、すべての子育て家庭を支援すること（抜粋） 

在宅子育て家庭、共働き家庭、ひとり親家庭、祖父母が育てる家庭、外国

籍の家庭、再婚家庭等々、子どもが育つ家庭の形はさまざまです。保護者の

働き方も多様化が進んでいます。多様な家庭を認めあい、それぞれの家庭の

ニーズに応じたきめ細かな支援づくりをめざします。 

基本目標・

行動計画 

基本目標２ 子育て家庭を支援する仕組みづくり 

課題(3)子育てと仕事の両立支援／①保育サービスの充実 

９．ひとり親家庭の支援 

ひとり親家庭の生活の安定を図るため、それぞれの家庭の状況に応じ、

経済的自立に向けての就労支援などに努め、日常生活の支援にも取り組み

ます。 

課題(5)子育て家庭への経済的支援／①子育て家庭への経済的支援 

２．児童扶養手当の支給 

父がいない・父に重度の障がいがあり、18歳に達した年度末まで児童を

養育している方に支給します。 
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(2)計画の対象  

この計画は、母子及び寡婦福祉法第11条に定める「母子家庭及び寡婦の生活の安定と

向上のための措置に関する基本的な方針」を踏まえ、母子家庭・父子家庭及び寡婦を対

象とします。 

計画中の表記については、「ひとり親家庭等」は母子家庭・父子家庭・寡婦を、「ひと

り親家庭」は母子家庭・父子家庭をそれぞれ指すものとして表現します。また、この計

画における「寡婦」とは、配偶者がおらず、かつて配偶者のいない状態で20歳未満の子

どもを養育したことがある人のことを意味します。 

なお、ひとり親家庭の子どもを含め、すべての子どもとその親（保護者）を対象とす

る施策については、「泉南市次世代育成支援対策地域行動計画」で定めていますが、この

計画における施策のなかにも一部分含まれているものがあります。 

 

 

(3)計画の期間  

この計画の期間は、平成20年度から平成24年度までの５年間とします。 

ただし、国や大阪府、本市の上位計画の動向などにともない、適宜、必要な見直しを

行います。 

 

 

 

３．計画の策定体制 

計画の策定にあたり、市内在住の母子・寡婦家庭の方々を対象とするアンケート調査

を実施するとともに、児童扶養手当の現況届時の聞き取りなどを通じて、生活の実態や

意識等の把握に努め、策定の基礎資料とします。 

策定作業については、母子寡婦福祉会をはじめとする市民及び関係団体の代表、学識

経験者、関係行政機関の職員等で構成される「泉南市母子家庭等自立促進計画策定委員

会」を設置し、現況・課題の整理や施策の推進方向の協議を進めるとともに、事務局が

作成する計画素案に対する審議を行っていただく予定です。 
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１．ひとり親家庭等を取り巻く現状と課題 

(1)市内におけるひとり親家庭等の状況  

①離婚件数等の状況 

泉南市における婚姻と離婚の状況をみると、婚姻数は減少ないし横ばい状況にあり、

離婚数についても平成17年が多くなっていますが、中長期的には横ばい状況にあります。

また、離婚率（人口千人あたりの離婚件数）は、平成17年を除いて、おおむね全国と大

阪府の平均の間に位置し、府内では比較的低い水準で推移しています。 

 

婚姻・離婚の状況 
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資料：泉南市資料 

 

離婚率の状況 
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資料：泉南市資料、大阪府人口動態総覧、人口動態統計 
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②ひとり親家庭等と思われる世帯の状況 

この計画の対象となるひとり親家庭等の現時点での実数を正確に把握することは困難

な状況にありますが、平成17年の国勢調査の結果によると、母子世帯と父子世帯をあわ

せたひとり親世帯の合計は502世帯で、一般世帯全体の2.3％、18歳未満の親族のいる

世帯では全体の7.0％を占めています。 

このうち、母子世帯は445世帯で、平成７年から平成17年にかけて急増しています。

また、父子家庭は57世帯で平成12年を底に増加に転じています。 

 

ひとり親世帯（母子・父子世帯）の状況 

 平成７年 平成12年 平成17年 

世帯 18,637 20,558 21,715 
一般世帯数 

％ 100.0 100.0 100.0 

世帯 303 362 502 
ひとり親世帯の合計 

％ 1.6 1.8 2.3 

世帯 260 322 445 
うち母子世帯 

％ 1.4 1.6 2.0 

世帯 43 40 57 
うち父子世帯 

％ 0.2 0.2 0.3 

資料：国勢調査（各年10月１日現在） 

 

平成17年 18歳未満親族のいる一般世帯 ６歳未満親族のいる一般世帯 

世帯 6,720 3,048 
一般世帯数 

％ 100.0 100.0 

世帯 468 114 
ひとり親世帯の合計 

％ 7.0 3.7 

世帯 418 105 
うち母子世帯 

％ 6.2 3.4 

世帯 50 9 
うち父子世帯 

％ 0.7 0.3 

資料：国勢調査（10月１日現在） 

 

※国勢調査における「母子（父子）世帯」は、「未婚、死別または離別の女親（男親）と、その未婚の

20歳未満の子どものみから成る一般世帯（他の世帯員がいないもの）」と定義されており、子ども

にとっての祖父母など母子（父子）以外の世帯員を含む世帯については対象から除外されています。 
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③児童扶養手当受給資格者数の状況 

母子家庭等に対し経済的な支援を行う目的で支給している児童扶養手当の受給資格者

数は全国や大阪府を上回る水準で増加しており、平成19年３月末時点の対象世帯数は、

604世帯となっています。 

 

児童扶養手当受給資格者数の推移 

 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 

人 数 789,933 847,269 897,573 939,395 968,575 
全 国 

増加率 － 1.07 1.06 1.05 1.03 

人 数 80,897 86,822 91,257 94,411 97,089 
大阪府 

増加率 － 1.07 1.05 1.03 1.03 

人 数 447 477 516 579 604 
泉南市 

増加率 － 1.07 1.08 1.12 1.04 

資料：福祉行政報告例（各年３月末現在）、泉南市資料 

 

 

④生活保護受給母子世帯数の状況 

生活保護受給母子世帯数については、平成17年まで増加傾向にありましたが、国の制

度改正（受給要件の見直し）もあって平成18年には減少に転じました。しかし、平成

19年に入って受給世帯数は再び105世帯と以前の水準に戻っています。 

 

生活保護受給母子世帯数の推移 

 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 

世帯数 71,141 78,006 84,752 88,799 91,234 92,488 
全 国 

増加率 － 1.10 1.09 1.05 1.03 1.01 

世帯数 12,669 14,288 15,574 16,015 16,656 16,849 
大阪府 

増加率 － 1.13 1.09 1.03 1.04 1.01 

世帯数 90 96 104 105 97 105 
泉南市 

増加率 － 1.07 1.08 1.01 0.92 1.08 

資料：福祉行政報告例、大阪府社会援護課、泉南市資料（各資料とも各年３月末現在） 
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(2)ひとり親家庭等を対象とする主な福祉施策  

泉南市では、ひとり親家庭等への支援として、主に次のような事業を行っています。 

 

施策・事業 主な内容 実 績 

母子自立支援

員による相談

支援 

・専門知識を有する母子自立支援員が、ひとり親家庭等

や離婚前の市民の抱えている問題を把握し、生活の安

定と自立に向けて必要な情報を提供し、きめ細やかな

助言を行っています。 

相談件数 

H17年度 305件 

H18年度 293件 

女性相談 

・女性の抱えるさまざまな悩みについて、専門の女性カ

ウンセラーが面談により相談を受け、相談者が自分ら

しく生きるサポートを行っています。 

・女性のための電話相談も行っています。 

相談件数（ひとり親家庭関連）

H17年度 56件 

H18年度 39件 

人権相談 

・人権相談員や人権擁護委員が、面接・電話等による相

談に応じ、指導、助言、関係機関への紹介等を行って

います。 

相談件数（ひとり親家庭関連）

H17年度 11件 

H18年度 46件 

法律相談事業 

・養育費の取り決めや履行の確保、多重債務問題など、

法律に関する問題について、弁護士による専門的な相

談を実施しています。 

 

児童扶養手当

の支給 

・母子家庭の生活の安定と自立の促進を通じて、児童の

福祉の増進を図るため、児童扶養手当制度に関する情

報提供を行いながら、要件を満たした方に手当を支給

しています。 

受給者数 

H17年度 635人 

H18年度 666人 

ひとり親家庭医

療費の助成 

・ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全な育成を図

るため、医療保険の自己負担相当額の一部を助成して

います。 

助成件数 

H17年度 516件 

H18年度 524件 

母子寡婦福祉

資金の貸付 

・母子家庭や寡婦の自立の促進に向け、母子寡婦福祉資

金貸付制度に関する情報提供や相談を行っています。

貸付件数 

H17年度 25件 

H18年度 17件 

日常生活支援

利用事業 

・ひとり親家庭で、保護者の病気や出張などで一時的に

生活援助や保育サービスを必要とする場合などに、家

庭生活支援員を派遣し、児童の保育を行っています。

利用件数 

H17年度  1件 

H18年度  0件 

短期保護事業 

・ひとり親家庭の保護者が一時的に児童の養育が困難に

なったときに、大阪府の子ども家庭センターを通じて

養護施設で短期間児童を預かっています。 

利用件数 

H17年度  1件 

H18年度  0件 

母子生活支援

施設 

・18歳未満の児童を養育している母子家庭の母親が生

活上のいろいろな問題のため、子どもの養育が十分で

きない場合、子どもと一緒に入所できます。 

利用件数 

H17年度  1件 

H18年度  0件 
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施策・事業 主な内容 実 績 

市営住宅の優

先入居 

・市営住宅の入居募集の際に、母子家庭から入居申し込

みがあった場合に倍率の優遇を行っています。 

申込件数 

H17年度  8件 

H18年度 14件 

母子自立支援

プログラムの策

定と支援 

・児童扶養手当受給者のうち自立が見込まれる母子家庭

の親を対象として、母子自立支援プログラム策定員が

自立支援プログラムを作成し、ハローワークなど関係

機関との連携のもとにプログラムに基づいた支援を行

っています。 

プログラム策定件数 

H17年度 45件 

H18年度 33件 

地域就労支援

事業 

・母子家庭の母などで働く意欲・希望がありながら雇

用・就労に結びつかない就職困難者等を対象に、就職

支援コーディネーターが個々に応じたメニューを提供

するなど、関係機関と連携しながら雇用・就労に向け

た相談支援を行っています。 

対象者数（ひとり親家庭関連）

H17年度 44人 

H18年度 50人 

職業能力開発

事業 

・母子家庭の母を含む就職困難者等を支援するため、パ

ソコン講座や就職セミナーなど、能力開発事業を実施

しています。 

受講者数（ひとり親家庭関連）

H17年度  5人 

H18年度  5人 

自立支援教育

訓練給付 

・母子自立支援員による事前相談を受け、就職やキャリ

アアップのために、市が指定する教育訓練講座を受講

した母子家庭の母に対して、講座終了後に受講費用の

一部を助成しています。 

給付件数 

H17年度  3件 

H18年度  1件 

高等技能訓練

促進費 

・看護師や保育士など、就職に結びつきやすく経済的自

立に効果的な資格を取得するために２年以上養成機関

で受講する場合に、生活の負担軽減を図るため、受講

期間のうち一定期間について高等技能訓練促進費を支

給しています。 

支給件数 

H17年度  2件 

H18年度  0件 
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(3)施策の推進に向けた課題  

市内におけるひとり親家庭等を取り巻く状況や計画策定に向けて実施したアンケート

調査（児童扶養手当の受給者と寡婦家庭の方々を対象に実施、回収585件（回収率91.3％））の結果などをふ

まえ、今後のひとり親家庭等の支援にあたって重点的に取り組むべき課題を整理すると、

次のように考えられます。 

 

①ひとり親家庭の増加への対応 

ひとり親家庭の増加にともない、児童扶養手当の支給をはじめ、各種の自立支援事業

の対象者は今後とも増加していくことが予想されます。一方、児童扶養手当については

国の制度改革にともない、障がいや疾病などにより就業が困難な事情がないにもかかわ

らず就業意欲が見られない受給者を対象に、平成20年度より支給額が減額されることに

なりました。これに対し、ひとり親家庭の就労と経済的な自立の促進をより一層図って

いくとともに、個々の家庭の生活の安定と児童の健全な育成に向けて、きめ細かな支援

を行っていく必要があります。 

 

②関連情報の提供と相談支援 

ひとり親家庭に関わる制度・施策など各種情報の提供は、生活の安定と自立の促進に

向けた第一歩となるものであり、ひとり親家庭の立場にたったわかりやすく理解しやす

い情報の提供が求められています。今後とも利用可能な制度やサービスのことを知らな

いために利用できないということがないよう、情報の入手が困難な状況におかれている

家庭についても、必要な情報を容易にわかりやすく入手できるような取り組みが求めら

れています。 

また、ひとり親家庭が抱えるさまざまな問題の解決に向け、身近な地域で気軽に相談

でき、利用者の相談を受け止め、適切な支援へとつなげていくような体制を整備するこ

とは、自立促進の基盤となるものです。このため、相談支援にかかわる関係機関のネッ

トワーク化を進め、地域における多面的な相談支援体制づくりに引き続き努めていく必

要があります。 

 

③生活の安定と収入の確保 

母子家庭の母や寡婦の80％が何らかの形で働き、自らの就労により家計を支えていま

すが、正社員・正規職員として常用雇用される人は28％にとどまり、多くの人は臨時・

パート等で勤続年数３年未満など、不安定な雇用条件のなかで働いています。また、ひ

とり親家庭になってからはじめて働くようになった人も少なくありません。こうした状
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況もあって長時間働いたとしても収入には結びついておらず、世帯の収入が年間200万

円未満という家庭が過半数を占めるなど、非常に厳しい状況におかれています。 

一方で、子どもを抱えながらの就労は、残業や休日出勤等が困難なうえ、子どもの病

気や行事参加なども親にとって大きな負担となっているほか、欠勤が発生することなど

を理由に事業所等への雇用機会が少なく、また就労の継続が困難な状況にあります。 

このため、関係機関との連携や市内事業所の理解と協力のもとに、ひとり親家庭等が

安定した仕事に就けるよう支援していくことや職場定着を支援していく必要があります。 

 

④自立に向けた生活の場の確保 

ひとり親家庭にとっての悩みの一つとして、生活の場となる住まいの確保があります。

調査によると、ひとり親家庭になった際に転居した家庭が多く、現在も民間賃貸住宅に

居住する家庭が32％みられます。これらの家庭では、家賃負担が月額５万円以上という

回答も多く、少ない収入のなかで苦しいやりくりをしている様子がうかがわれます。 

また、家賃負担の高さとともに、保証金などの一時金が確保できないこと、希望する

公的賃貸住宅になかなか入居できないことなどが問題点としてあげられており、関係機

関との連携や家主等の理解と協力のもとに、安価で安心して暮らせる生活の場を確保・

拡充していく必要があります。 

 

⑤子育て・生活面での支援 

ひとり親家庭が働きながら子どもを育て、自立した生活を送るためには、就労支援と

ともに、家事や子育てを支援していくことが必要です。母子家庭のみならず、雇用条件

が比較的安定し、一定の収入がある父子家庭においても、家事や子育てに関する悩みも

多いと思われることから、ひとり親家庭の親が子育てと仕事の両立を図れるよう、各種

の子育て支援サービスや相談機能の充実などに引き続き努めていく必要があります。 

また、寡婦については、年齢的な問題から特に健康に関する悩みが多いと思われるこ

とから、相談事業の充実など日常生活上の支援が求められています。 

 

⑥養育費の確保に向けた支援 

収入が少ないことに悩む一方で、養育費について取り決めをしている世帯は母子家庭

の29％、実際に受け取っている世帯は10％に満たない非常に低い水準にとどまってい

ます。これに対し、養育費を取得することにより安心して生活ができるよう、養育費の

確保に向けた専門的な相談体制を整える必要があります。また同時に、養育費の支払

い・確保は、親の責任であることを啓発していく必要があります。 
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２．計画の基本的な考え方 

(1)計画の基本目標  

泉南市では、平成17年３月に策定した「泉南市次世代育成支援対策地域行動計画」の

基本理念として、 

 

 

 

を掲げ、子どももおとなも、一人ひとりの尊厳が尊重され、現在を見据えて未来に夢や

希望を持ってつながることができるようなまちをめざして、地域における子育て支援、

親子の健康の確保、教育環境の整備、仕事と家庭の両立、子どもの安全の確保、要保護

児童への対応など、さまざまな取り組みを進めています。 

 

この計画においても、上記の次世代育成支援対策地域行動計画の基本理念をふまえる

とともに、ひとり親家庭等が社会における多様な家族形態の一つであるという考え方を

基本として次のような目標像を掲げます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

子子育育ててとと生生計計ををひひととりりでで担担っってていいるるひひととりり親親家家庭庭のの親親がが、、  

自自ららのの力力をを発発揮揮しし、、安安定定ししたた生生活活をを営営みみななががらら、、  

親親ととししててのの自自信信とと責責任任をを持持ちち、、  

子子育育ててにに喜喜びびやや楽楽ししささをを感感じじるるここととががででききるるととととももにに、、  

子子どどももたたちちががすすくくすすくくとと健健ややかかにに育育つつままちち 

子どもとおとなが、ともに夢や希望を語り、育むまち・泉南 
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(2)施策推進にあたっての視点  

①ひとり親家庭等への理解の促進と人権の尊重 

ひとり親家庭等の増加が続く一方で、結婚・離婚・未婚などに対する古くからの固定

的な価値観や先入観、社会の理解不足等により、ひとり親家庭等であることを特別視す

る社会的な傾向が依然として残っています。またその結果として、ひとり親家庭等が差

別を受けたり、不利益を被るなど、人権侵害を受けやすい状況におかれています。 

ひとり親家庭等をはじめ、すべての市民が平等で幸せな生活を送ることができるよう

にしていくためには、市民の一人ひとりが尊厳を持つかけがえのない存在として、あら

ゆる人権が尊重され、差別がなく、人びとがともに支えあうような社会を築いていかな

ければなりません。このため、ひとり親家庭等に対する社会的な理解を促進するととも

に、人権尊重の視点に立った施策の推進に努めていく必要があります。 

 

②生活全般にわたる自立の促進・支援 

ひとり親家庭の親と子が、社会的に自立し、生きがいに満ちた生活を送るためには、

経済的な安定を図るための就労の確保をはじめ、親子それぞれの健康づくり、安心して

子育てできる環境の整備、地域社会との関係づくりなど、生活全般にわたるさまざまな

課題を解決し、ひとり親家庭の自立を総合的に促進・支援していくことが必要です。 

またあわせて、ひとり親家庭の親がその能力を発揮しながら、自らの生き方を主体的

に選び、決定できるよう、親自身の精神的な自立を促進するとともに、地域のさまざま

な物的・人的資源や制度、情報等を十分に活用し、社会全体で自立を支援する仕組みづ

くりを進めていく必要があります。 

 

③子どもが健やかに育つ環境づくり 

ひとり親家庭の子どもたちが、その家庭状況によって差別されることなく、基本的人

権が尊重されるとともに、すべての子育て家庭において子どもたち一人ひとりの意思や

能力、可能性が最大限に尊重されるような施策の展開を図っていく必要があります。 

ひとり親家庭等の自立支援は、親が子育てについての第一義的な責任を有するという

基本的認識のもとに、社会全体が協力して取り組むべき課題です。子どもは次代の活力

となる大切な存在であり、家庭、地域社会、学校、企業・事業者、行政等のさまざまな

主体の協働と連携で、子どもたちを育んでいく必要があります。 
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１．相談支援・情報提供 

(1)施策推進の基本方向  

ひとり親家庭等の多様な相談に対応できるよう、行政・関係機関における相談支援体

制を充実するとともに、各種制度・サービス等の円滑な利用に向けたわかりやすい情報

提供に努めます。 

また、泉南市母子寡婦福祉会をはじめ、ひとり親家庭等の福祉、自立支援を目的とし

た団体等の活動支援や連携強化に努め、地域をあげた支援体制の構築を図ります。 

 

(2)取り組みの内容  

施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

関連情報の周知 

・広報 

・ひとり親家庭等に関する支援制度・サービス等を必要な 

ときに受けることができるよう、広報誌やウェブサイト 

等への掲載、概要資料の配布など、多様な媒体を活用し､

各種制度・サービス・窓口等の周知・広報に努めます。 

子育て支援課

母子自立支援員

による相談支援 

・専門知識を有する母子自立支援員が、ひとり親家庭等や

離婚前の市民の抱えている問題を把握し、生活の安定と

自立に向けて必要な情報を提供し、きめ細やかな助言を

行います。 

・各種研修等を通じて母子自立支援員の資質の向上を図る

とともに、離婚前からの一貫した支援体制づくりについ

ても引き続き取り組みます。 

子育て支援課

母子自立支援プ

ログラムの策定と

支援 

・児童扶養手当受給者のうち自立が見込まれる母子家庭の

親を対象として、母子自立支援プログラム策定員が自立

支援プログラムを作成し、ハローワーク等の関係機関と

の連携のもとにプログラムに基づいた支援を行います。 

子育て支援課
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施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

父子家庭に対す

る相談支援体制

の充実 

・教育やしつけ、日常生活など子どもを養育するうえでの

さまざまな悩みや心配ごとを抱える父子家庭に対する相

談支援や関連情報の提供、保護者同士の交流の促進など､

行政各部門や関係機関・団体の連携を通じて支援体制の

あり方を検討するとともに取り組みの充実に努めます。 

子育て支援課

各種相談事業の

充実 

・家庭児童相談、各種健康相談、女性相談、人権相談、就

労支援相談、弁護士による法律相談、社会福祉協議会の

心配ごと相談、母子福祉関係団体や民生委員・児童委員

による相談など、行政各部門や関係機関・団体で実施す

る相談事業の充実と連携強化を図ります。 

子育て支援課

人権推進課 

商工労働課 

など関係各課

地域における支援

体制づくり 

・自治会や婦人会、老人クラブ等の地域組織、母子福祉関

係団体、民生委員・児童委員、ボランティアなどの理解

と協力を得ながら、地域福祉活動等の推進を通じて、ひ

とり親家庭など、地域において何らかの支援を必要とす

る家庭を見守り、さまざまな支援活動につなげていくネ

ットワークの構築をめざします。 

子育て支援課
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２．子育て・生活支援 

(1)施策推進の基本方向  

ひとり親家庭の親が安心して子育てや家事と就労の両立ができ、子どもたちの健やか

な育成が図ることができるよう、多様な子育て支援サービスの提供に努めるとともに、

その他生活全般における支援体制の充実に努めます。 

 

(2)取り組みの内容  

施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

保育所の優先入

所 

・ひとり親家庭の親が就労や求職活動、職業訓練を十分行

うことができるよう、児童の保育所への優先入所につい

て配慮するとともに、入所選考時の優先度について望ま

しいあり方を検討します。 

子育て支援課

保育サービス等の

充実 

・次世代育成支援対策地域行動計画に基づき、保育所の計

画的な整備・改善に努めるとともに、延長保育や休日保

育、一時保育、病後児保育、トワイライトステイなど、

多様な保育サービスの実施・充実を図ります。 

子育て支援課

留守家庭児童会

事業 

・留守家庭児童会事業の充実に今後とも努め、小学校児童

（１～３年生）の健全育成、安全確保を図ります。 

・ひとり親家庭の児童の優先入所について配慮し、自立支

援および子育て支援づくりについて取り組みます 

生涯学習課 

日常生活支援事

業の実施 

・ひとり親家庭等が一時的に生活援助や保育サービスを必

要とする場合などに、家庭生活支援員の派遣や児童の保

育を行う母子家庭等日常生活支援事業の円滑な実施に努

めます。 

子育て支援課

家庭訪問事業の

実施 

・４か月児健診と１歳７か月児健診の未受診児家庭や、見

守りを必要とする家庭の訪問を民生委員・児童委員、主

任児童委員に依頼し、児童虐待の予防に努めます。 

子育て支援課

ひとり親家庭情報

交換事業の実施

（生活支援講習

会の開催） 

・生活のなかで直面するさまざまな問題の解決に向け、ひ

とり親家庭等のニーズに応じた講習会や交流会を開催し､

相互学習を通じた親の精神的安定や生活の安定を図りま

す。 

子育て支援課
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施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

父子家庭児童レ

クリエーション 

・父子家庭の児童を対象に、民生委員・児童委員との交流

を通じ、心のふれあいと、より豊かな人間関係を築きま

す。 

子育て支援課

短期保護事業の

実施 

・ひとり親家庭の保護者が一時的に児童の養育が困難にな

ったときに、大阪府の子ども家庭センターを通じて養護

施設で短期間児童を預かります。 

子育て支援課

母子生活支援施

設入所業務の実

施 

・18歳未満の児童を養育している母が配偶者等からの暴

力により保護が必要とされる場合や生活上の課題を抱え

て児童の養育が困難な場合に、母子で入所できる児童福

祉施設への円滑な入所に努めます。また、入所家庭の早

期自立に向けた助言・指導などの支援に努めます。 

子育て支援課

公営住宅の優先

入居 

・市営住宅の入居募集の際に、ひとり親家庭等から入居申

込があった場合に、倍率の優遇を行います。 

・市内にある府営住宅へのひとり親家庭等の優先入居につ

いて今後とも情報の提供等に努めます。また、府営住宅

の建て替えにあたっては、子育てをしやすい住環境整備

の促進について大阪府に要望します。 

施設管理課 
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３．経済的支援 

(1)施策推進の基本方向  

世帯収入が少ないひとり親家庭等の生活の安定を図るため、経済的支援を目的とする

各種制度に関する情報の提供に努めるとともに、他の自立支援施策との連携を図りなが

ら、適正な給付・貸付業務の推進を図ります。 

 

(2)取り組みの内容  

施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

各種制度の周知 

・ひとり親家庭等の経済的負担の軽減に役立つ各種制度に

ついて、広報誌やウェブサイトなど、さまざまな媒体・

機会を通じて周知に努め、利用促進を図ります。 

子育て支援課

児童扶養手当の

支給 

・母子家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し児童の福祉

の増進を図るため、児童扶養手当制度に関する情報提供

を行いながら、適正な支給業務を実施します。 

・児童扶養手当現況届など、あらゆる機会をとらえて生活

に関する相談や情報提供を積極的に行い、母子家庭に対

する適切な自立支援に努めます。 

子育て支援課

母子寡婦福祉資

金の貸付 

・母子家庭や寡婦の自立の促進に向けて、母子寡婦福祉資

金貸付制度に関する情報提供や相談を行い、適正な貸付

業務を実施します。 

子育て支援課

ひとり親家庭医療

費の助成 

・ひとり親家庭の親や児童、両親のいない児童や養育者に

対し、医療保険の自己負担額の一部を助成することによ

り、経済的な負担を軽減し、親子の健康の保持増進と福

祉の増進を図ります。 

生活福祉課 

子どもの教育・進

学援助 

・所得の少ない家庭における児童生徒の学校・幼稚園への

就学・就園を援助し、経済的負担の軽減を図るため、要

件を満たした方に就学援助費、就園奨励費を支給します｡ 

・進路選択支援事業などを通じて、高校や大学などへ進学

する際に必要な教育資金について修学資金や就学支度資

金（母子寡婦福祉資金）などの貸付制度や奨学金制度に

関する情報を提供します。 

子育て支援課

学務課 
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４．就労支援 

(1)施策推進の基本方向  

ひとり親家庭等が十分な収入を得て、自立した生活を送ることができるよう、職業能

力の向上や資格取得の支援、雇用の促進など、関係機関や企業・事業所との連携・協力

のもとに就労支援体制の充実に努めます。 

 

(2)取り組みの内容  

施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

地域就労支援事

業の推進 

・母子家庭の母等で働く意欲・希望がありながら雇用・就

労を妨げるさまざまな阻害要因を抱える就職困難者等を

対象に、就職支援コーディネーターが一人ひとりに応じ

たメニューを提供するなど、関係機関と連携を図りなが

ら、雇用・就労のための支援を行います。 

商工労働課 

職業能力開発事

業の実施 

・母子家庭の母を含む就職困難者等を支援するため、パソ

コン講習会や就職セミナー等の就労支援講習会を実施し

ます。 

商工労働課 

子育て支援課

特定求職者雇用

開発助成金の給

付 

・母子家庭の母など就職が特に困難な人を、ハローワーク

や職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働

者として雇い入れた場合に、事業主に特定求職者雇用開

発助成金を給付します。 

子育て支援課

生活保護受給者

等就労支援事業

の実施 

・就労支援コーディネーターによる支援など、生活保護受

給者や児童扶養手当受給者を対象とする生活保護受給者

等就労支援事業の円滑な実施に向け、ハローワークや関

係機関との連携強化に努めます。 

子育て支援課

母子自立支援プ

ログラム策定員に

よる情報提供 

・就労に関する母子家庭の相談に母子自立支援プログラム

策定員が応じ、家庭の状況やニーズに応じた求人情報の

提供を行うとともに、子育て支援課とハローワークが連

携して実施する母子自立支援プログラム事業の充実を図

り、早期自立に努めます。 

子育て支援課
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施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

自立支援教育訓

練給付の実施 

・母子自立支援員による事前相談を受け、市が指定する教

育訓練講座を受講した母子家庭の母に対して、講座終了

後に受講費用の一部を助成します。 

・事業の実施にあたっては、講座終了後の就労状況の把握

や資格等の取得後の就労支援などをあわせて進めるなど､

効果的な実施に努めます。 

子育て支援課

母子家庭高等技

能訓練促進費の

支給 

・看護師、保育士など、就職に結びつきやすく経済的自立

に効果的な資格を取得するために２年以上養成機関で受

講する場合に、生活の負担軽減を図るため、受講期間の

うち一定期間について高等技能訓練促進費を支給します｡ 

子育て支援課

技能習得資金・

生活資金の貸付 

・母子家庭の母や寡婦が、就労等に必要な知識や技能を習

得するための費用や習得（訓練）期間中の生活資金の貸

付について情報提供、相談に努めます。 

子育て支援課

就労促進と啓発

活動の推進 

・母子家庭の母や寡婦が新たに事業を開始する場合の資金

の貸付について情報提供、相談に努めます。 

・ひとり親家庭の親などの雇用機会を保障するため、公正

採用選考人権啓発推進員制度の普及を図り、公正な採用

がなされるよう、民間企業及び関係機関と連携を図り、

啓発に努めます。 

子育て支援課

商工労働課 

※特定求職者雇用開発助成金の給付については、最寄りのハローワークへ相談してください。 



■ 泉南市母子家庭等自立促進計画□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 

 - 22 -

５．養育費の確保に向けた支援 

(1)施策推進の基本方向  

ひとり親家庭の子どもが養育費を得られるよう、相談支援・情報提供体制の整備を図

るとともに、養育費についての広報・啓発活動の充実に努めます。 

 

(2)取り組みの内容  

施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

養育費に関する

社会的認識の醸

成 

・「養育費の負担は児童の親として当然の義務である」と

の社会的認識が深まるよう、母子福祉関係団体や関係機

関と連携し、多様な機会を通じて広報・啓発活動を推進

します。 

子育て支援課

養育費の取得に

向けた情報提供 

・離婚前相談や離婚届・児童扶養手当現況届の提出時など

に、養育費の取得手続きや取り決め方法、強制執行等に

関する情報提供、相談支援を行い、養育費の取得を促進

します。 

・養育費に関するパンフレット・チラシ等の作成、配布を

進めます。 

子育て支援課

母子自立支援員

の相談技能の向

上 

・養育費についての相談等に応じるために、府など関係機

関が行う、母子自立支援員や関係職員を対象とする研修

に積極的に参加し、相談技能の向上に努めます。 

子育て支援課

法律相談の実施 

・養育費の取り決めや履行の確保、多重債務問題など、法

律に関する問題について、弁護士等による専門相談を実

施します。 

商工労働課 
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６．人権尊重・啓発・教育 

(1)施策推進の基本方向  

ひとり親家庭等が社会を構成する一つの家族形態として尊重され、その人権が侵害さ

れることのないよう、市民意識の啓発に努めるなど、人権行政の推進に努めます。 

また、家族の大切さなどについて考える場をひろく提供していくとともに、離婚に直

面する市民などへの相談支援体制の充実に努めます。 

 

(2)取り組みの内容  

施策・事業 実 施 内 容 窓口・担当 

ひとり親家庭の人

権の尊重 

・ひとり親家庭等の円滑な入居に向けた家主や宅地建物取

引業の事業者への啓発、民間企業・事業所に対する公正

な選考採用に関する啓発に努めます。 

・「せんなん男女平等参画プラン」の推進を通じて、ひと

り親家庭も含めて多様な家族形態についての理解を深め

る施策の推進を図っていきます。 

人権推進課 

子育て支援課

など関係各課

人権教育・啓発

の推進 

・人権啓発指導者養成講座や人権入門講座、ヒューマンラ

イツセミナーの実施などを通じて、人権教育・人権啓発

の取り組みを推進します。 

・男女共同参画社会づくり講座の実施や情報誌「Step」の

発行等をはじめ、男女共同参画社会の実現に向けた啓発

活動を推進します。 

人権推進課 

子育て支援課

ＤＶに関する相

談・援助 

・離婚の原因の一つである配偶者等からの暴力（DV）に

関する相談に応じて、安全の確保や秘密の保持等に配慮

しつつ緊急性を判断し、必要な指導・援助を行います。 

・ＤＶ連絡協議会の設置を早急に進めるとともに、配偶者

暴力相談支援センターなど、関係機関との連携強化に努

めます。 

人権推進課 

子育て支援課

家族に関する意

識啓発と講座等

の実施 

・ひとり親家庭等も含めて多様な家族形態、生活形態があ

ることが市民一人ひとりに理解され、尊重されるよう、

講座や情報誌・リーフレットなど多様な媒体を通じて、

市民意識の啓発に努めます。 

人権推進課 
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１．関係機関・各種団体との連携 

ひとり親家庭等の自立支援を推進するため、市役所関係各課や関係機関による緊密な

連携を通じて、総合的・計画的な施策の推進に努めます。またあわせて、ひとり親家庭

等の福祉や自立支援などに取り組む市民、泉南市母子寡婦福祉会をはじめとする関係団

体との連携・協力に努め、ひとり親家庭等の自立に向けた支援ネットワークの構築をめ

ざします。 

特に、ひとり親家庭等の就労に関しては、民間企業・事業者の協力が不可欠なことか

ら、商工会などの経済団体や民間企業・事業者に対し、ひとり親家庭等の就労に関する

普及・啓発に努め、理解と協力を求めます。 

また、施策・事業の円滑な推進に向けて、国、大阪府、関係機関等との連携を強化す

るとともに、各種制度の充実や財源の確保、雇用促進施策の強化等についてこれら機関

に要請していきます。 

 

 

 

２．計画の適切な運用と進行管理 

今後の社会経済情勢の変化にともない、ひとり親家庭等を取り巻く環境が変わったり、

国における関係法令の改正など、ひとり親家庭等に関する施策の枠組みが変わることも

考えられます。このため、これらの状況変化を的確に踏まえた計画の見直しを行うとと

もに、新たなニーズに対応した施策の検討など、柔軟で効率的な施策の展開に努めてい

きます。 

また、この計画で掲げた施策については、市民や関係団体等からの意見聴取等を進め

ながら、適切な進行管理に努めます。 
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１．策定の体制と経過 

(1)泉南市母子家庭等自立促進計画策定委員会 設置要綱  

（設置） 

第１条 母子及び寡婦福祉法（昭和39年７月１日法律第129号）第12条の規定に基づき、

泉南市母子家庭等自立促進計画を策定するため、泉南市母子家庭等自立促進計画策定委員

会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、母子家庭等自立促進計画策定に関する事項について検討するものとする。 

（構成） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員７名以内で組織し、市長が委嘱又は任命する。 

 （１）関係団体の代表者 

 （２）関係行政機関の職員 

 （３）本市の職員 

 （４）前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、平成20年３月31日までとする。 

（組織） 

第４条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くこ

とができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。 

 附則 

この要綱は、平成19年９月７日から施行する。 
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(2)泉南市母子家庭等自立促進計画策定委員会 委員名簿  

所属団体 役職 氏 名 備考 

泉南市母子寡婦福祉会 会長 滝本 美津代 委員長 

泉南市人権協会 事務局長 廣岡 修三  

桝野 亀 ～H19.12.2 

泉南市民生委員児童委員協議会 会長 

山下 昭往 H19.12.3～ 

関係団体 

泉南市社会福祉協議会 会長 山田 きみ子 副委員長 

泉佐野公共職業安定所 次長 谷口 忠  
関係行政機関

の職員 
大阪府岸和田子ども家庭センター 

企画調整課

総括主査 
若柳 みよ子  

市の職員 泉南市健康福祉部 部長 石橋 康幸  

（計７名） 

 

 

 

(3)策定の経過  

年 月 日 策 定 経 過 

平成18年 ８月 
母子家庭等自立促進計画策定のためのアンケート調査の実施 

（児童扶養手当受給者） 

10月 
母子家庭等自立促進計画策定のためのアンケート調査の実施 

（母子寡婦福祉会関係者） 
平成19年 

10月30日 第１回策定委員会 

１月21日 第２回策定委員会 

２月４日 

～３月３日 
計画案に対する市民意見募集（パブリックコメント）の実施 

３月21日 第３回策定委員会 

平成20年 

３月 泉南市母子家庭等自立促進計画 策定 
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２．アンケート調査の結果概要 

(1)母子家庭等自立促進計画策定のためのアンケート調査  

①調査の概要 

計画策定の基礎資料とするため、市内在住の母子家庭及び寡婦家庭の方々を対象とし

て、生活の実態や意識等を把握することを目的にアンケート調査を実施しました。 

 

調査対象 

と方法 

①児童扶養手当の受給者（母子家庭以外の対象者を含む）に、現況届に関する通知

とあわせて調査票を配布し、現況届時に調査票を直接回収した。 

②市母子寡婦福祉会を通じて調査票を配布し、記入のあったものを直接回収した。

配 布 数 ① 626件  ② 15件   合計 641件 

調査期間 ① 平成18年８月  ② 平成19年10月 

回収状況 有効回答数 585件（有効回答率 91.3％） 

 

②回答者や家庭の状況 

《回答者の年齢》 

回答者（母子家庭の母、寡婦）の平均年齢は37.1歳で、国が実施した「平成18年度

全国母子家庭等調査」（以下、「全国調査」とします。）の結果（39.4歳）と比べて平均

年齢が低い結果となっています。 

 

《母子家庭になった理由》 

離婚によるものが86％と圧倒的に多く、全国調査の割合（80％）も上回っています。

ただし、50歳以上の人では死別が半数を占めています。 

母子家庭になった理由 

86.0

79.7

6.3

6.7

3.6

9.7

3.1

1.4

0.7

2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 泉南市(n=585)

 全国(n=1,517)

死別 離婚 未婚  その他 無回答

 

各グラフに表記しているｎ（Number of caseの略）は、

その属性における有効回答者数を意味します。 
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《同居の家族》 

子どもの就学段階については、就学前から中学卒業以上まで年代が分散しています。 

また、22％の家庭が父母など親世代と同居しており、29歳以下や50歳以上の人、未

婚の人などで同居の割合が高くなっています。 

父母と同居している母子家庭の割合 

33.3

19.1 20.9

32.0

20.5

48.6

28.6

0

10

20

30

40

50

 29歳以下(n=81)  30歳代(n=283)  40歳代(n=187)  50歳以上(n=25)  死別(n=21)  離婚(n=503)  未婚(n=37)

(%)

 

 

③仕事と収入の状況と意識 

《就業形態》 

母子家庭となる前から現在に至る就業形態の変化をみると、無職（専業主婦を含む）が

37％で最も多く、次いで臨時・パートが29％を占めていましたが、母子家庭になった直

後には、無職の人は大きく減少し、臨時・パートが50％に急増しています。 

また現在は、80％が何らかの仕事に就いており、このうち臨時・パートは48％と母子

家庭になった直後と比べてやや減少する一方、常用勤労者（正社員・正規職員など）が

28％まで増加しています。しかし、全国調査の常用雇用者の割合（36％）と比べると、

大きく下回っています。 

母子家庭になった前後の就業形態の変化 

11.6

16.4

28.2

29.1

49.7

48.2

36.8

22.2

13.7

1.4

6.2

1.4

2.1

1.4

2.2

15.0

8.2

6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 母子家庭になる前(n=585)

 母子家庭になった直後(n=585)

 現在(n=585)

事業主 常用勤労者  臨時・パート  その他  無職（専業主婦を含む） 無回答
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《仕事の内容》 

現在働いている人の仕事の内容としては、福祉・医療関係などの専門職が24％と最も

多く、次いで事務職（18％）、サービス職（17％）、営業・販売職（15％）などの順で

多くみられます。これを全国調査と比較すると、本市は専門職に就いている人の割合が

高く、事務職やサービス職、製造・技能・労務職で働く人の割合が低くなっています。 

現在の仕事の内容 

18.4

25.2

15.2 17.1

19.6 1.7

5.8

9.8 9.2

23.5

17.8

1.3

1.1

11.5

0.5

0.4

0.6

10.7

3.4

7.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 泉南市(n=468)

 全国(n=1,282)

 専門知識・技術を生かした仕事（教員、ホームヘルパー、看護師、美・理容師、プログラマー、システムエンジニアなど）

 管理的な仕事（企業、団体の課長など）

 事務的な仕事（一般事務、経理事務、医療事務など）

 営業・販売の仕事（商店店員、セールス、外交員など）

 サービスの仕事（ハウスクリーニング、清掃員、飲食店員など）

 農林漁業の仕事（農業など）

 運輸・通信の仕事（タクシー運転手、電話交換手など）

 製造・技能・労務の仕事（製造技能士、建設技能士など）

 その他

無回答
 

 

《雇用条件》 

勤続年数をみると、１年未満（27％）と１～３年未満（29％）をあわせて、働いて

いる人の57％が勤続年数３年未満となっています。 

週あたりの労働時間は、40～50時間という人が31％と最も多く、常用勤労者では

51％を占めています。また、臨時・パートでも30～40時間が26％を占めるほか、40

～50時間が20％、50時間以上が４％など長時間働いている人が多くみられます。 

現在の仕事の勤続年数 

27.4 29.1 13.5 17.9 7.3 4.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　体(n=468)

１年未満 １～３年未満 ３～５年未満 ５～10年未満 10年以上 無回答
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週あたりの労働時間 

11.3

11.5

4.8

4.3

14.3

14.7

23.0

4.8

19.7

10.9

25.9

4.8

30.8

50.9

19.9

19.0 9.5

11.7

1.2

5.3

1.8

7.9

13.9

4.3

42.9

11.3

9.9

9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　体(n=468)

常用勤労者(n=165)

臨時・パート(n=282)

その他の就業形態(n=21)

10時間未満 10時間～20時間未満 20時間～30時間未満 30時間～40時間未満

40時間～50時間未満 50時間以上 無回答
 

 

《仕事と生活に関する悩み》 

収入が少なく生活が苦しいことや、自由な時間がないこと、収入の増やし方がわから

ないことなどについて悩む人が多くみられます。 

仕事と生活に関する悩み（上位３項目） 

29.3

27.1

46.2

0 10 20 30 40 50

 収入が少なく、生活が苦しい

 休日は身体を休めることがほとんどで、
 自由な時間がない

 収入をもっと増やしたいが、
どのようにしたらいいのかわからない

(%)

 全　体(n=468)

 

 

《無職になった理由》 

働いていない人にその理由をたずねたところ、曜日や時間など条件のあう仕事がない、

働ける健康状態にない、子どもの保育の手だてがなかったなどの理由があげられています。 

働いていない人の無職になった（無職を続けた）理由（上位５項目） 

19.0

16.8

12.8

19.6

8.4

0 10 20

 時間・曜日について条件の合う仕事がなかった

 自分が働ける健康状態ではなかった

 子どもの保育の手立てがなかった

 子どもが問題をかかえていた（健康上の不安など）

 自分が問題を抱えていた（離婚調停など）

(%)

 全　体(n=179)
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《転職の経験と理由》 

現在働いている人のうち転職したことがある人は59％を占めており、母子家庭になっ

てからの年数が長くなるほど転職経験のある人は増える傾向にあります。 

また、転職した理由については、収入が少ないという回答が52％と最も多く、次いで

労働時間があわないという回答も31％を占めています。 

転職の経験 

44.9

62.8

70.3

80.3

32.5

63.8

43.0

30.9

25.4

14.1

6.4

59.4

23.4

4.3

5.6

12.1

12.8

8.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 全　体(n=468)

 １年未満(n=47)

 １～３年未満(n=107)

 ３～５年未満(n=94)

 ５～10年未満(n=138)

 10年以上(n=71)

 転職したことがある  転職したことはない 無回答
 

転職理由（上位７項目） 

30.6

14.4

14.4

11.2

10.4

51.8

12.9

0 10 20 30 40 50

 収入が少ない

 労働時間があわない

 健康がすぐれない

 仕事の内容があわない

 社会保険がないまたは不十分である

 リストラ・解雇

 勤め先が自宅から遠い

(%)

 全  体(n=278)

 

 

《求職活動の経験と問題点》 

全回答者のうち求職活動をしたことがある人は66％で、母子家庭になってからの年数

が長くなるほど経験した人の割合が高くなる傾向にあります。 

求職活動の経験 

 

65.5 23.6 10.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　体(n=585)

求職活動をしたことがある 求職活動をしたことがない 無回答
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求職活動をする際に問題点としては、子どもが小さいことが問題にされたという人が

41％と最も多く、次いで年齢制限があった（37％）、求人自体が少なかった（35％）、

母子家庭であることが問題にされた（19％）などの順で問題をあげられています。 

求職活動時の問題点（上位５項目） 

37.3

35.2

19.1

40.5

13.3

0 10 20 30 40

 子どもが小さいことが問題にされた

 年齢制限があった

 求人自体が少なかった

 母子家庭であることが問題にされた

 資格・技能が合わなかった

(%)

 全　体(n=383)

 

 

《無職の人の就労意向》 

現在働いていない人の今後については、今は働けないがそのうち働きたいという人が

54％を占めるなど、85％の人が何らかの就労意向を示しています。 

また、就労意向を示した人に仕事に就く際に重視することをたずねたところ、土日に

休めることや通勤時間が短いこと、就業時間に融通がきくこと、休暇が取りやすいこと

など労働時間に関する内容や、十分な収入が得られること、雇用が安定していることな

どが重視される傾向にあります。 

無職の人の今後の就労意向 

31.3 53.8 6.3
1.3

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　体(n=80)

今すぐ働きたい 今は働けないがそのうちに働きたい 働きたいとは思わない 働くことができない 無回答
 

無職の人が仕事に就く場合に重視すること（上位７項目） 

33.8

32.4

29.4

22.1

17.6

44.1

27.9

0 10 20 30 40

 土日に休める

 十分な収入が得られる

 通勤時間が短い

 就業時間に融通がきく

 休暇が取りやすい

 雇用が安定している

 厚生年金や雇用保険に入れる

(%)

 全　体(n=68)
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《年間収入額と就労収入額》 

平成17年中の世帯全体の年間総収入額は、100～200万円未満とする家庭が33％と

最も多く、100万円未満の22％と合わせて、年間収入200万円未満という家庭が54％

を占めています。回答結果をもとに加重平均した平均年収額は166.7万円で、全国調査

の平成17年の平均年収額の213万円を大きく下回っています。 

世帯の年間平均総収入額（加重平均値） 

 

167

116

193

149 160
189

211
193

172

108

227

140

250

206
176 165

149
178

10494

160

229

0

100

200

300

400

全　

体

２

９
歳

以

下

３

０

歳

代

４

０

歳

代

５

０

歳

以

上

１

年
未

満

１

年
～

３

年

未

満

３

年
～

５

年

未

満

５

年

１

０

年

未

満

１

０

年

以

上

死　

別

離　

別

未　

婚

常

用
勤

労

者

臨

時

・

パ

ー

ト

そ

の

他

就

業

専

門

職

等

事

務
職

営

業
販

売

職

サ

ー
ビ

ス

職

製

造

労

務

職

等

無

職
専

業

主

婦

万円

 

 

就労による収入額については、100万円未満という家庭が26％となるなど、200万

円未満という家庭が50.を占めています。また、加重平均した平均就労収入額は128.2

万円で、全国調査の平成17年の年間就労収入額の171万円を大きく下回っています。 

世帯の年間平均就労収入額（加重平均値） 

 

母の年齢

母子家庭になって

からの年数 

母子家庭に

なった理由 就業形態・仕事の内容 

母の年齢

母子家庭になって

からの年数 

母子家庭に

なった理由 就業形態・仕事の内容 
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《資格や技術について》 

現在何らかの資格を持っている人は40％で、介護技術（ホームヘルパー）や看護師・

保育士等の保健・医療・福祉関係、パソコン操作技術、簿記・会計処理技術などに関す

る資格や技術などが多くみられます。また、回答者の59％が今後何らかの資格や技術を

取得したいと考えており、内容別にはパソコン関連が36％と関心を集めています。 

今後取得・習得したい資格や技術（上位５項目） 

14.9

12.5

10.4

35.7

6.2

0 10 20 30 40

 パソコン（ワープロ、表計算）操作技術

 介護技術（ホームヘルパー）

 簿記・会計処理技術

 看護師、保育士、理学治療士、作業治療士

 販売・接客技術

(%)

 全　体(n=585)

 

 

《子育ての仕事の両立に向けた支援策》 

子育てに関する支援策のうち、子どもが病気の際の保育所への迎えや世話などの支援

と学童保育の充実をあげる回答が多く、次いで休日保育や長時間保育の充実、求職中で

も保育所に入所しやすくなることなどが望まれています。 

子育てに関する支援策（上位６項目） 

26.2

19.5

18.5

12.5

26.5

16.4

0 10 20 30

 子どもが病気のときの保育所への迎えや
 世話をしてくれるなどの支援

 学童保育が充実すること
 （受け入れ数、保育時間など）

 休日保育が充実すること

 長時間保育が充実すること

 求職中でも保育所に入所しやすくなること

 保育所の数が増えるなど、
 待つことなく入所できること

(%)

 全　体(n=585)

 

 

《資格や技能の習得に関する支援策》 

訓練受講などの経済的援助が受けられること、費用負担の少ない職業・技能講習会が

開かれること、受講日時・場所など訓練・講習などが受けやすくなることの３点が主に

望まれています。 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 参 考 資 料 

■ 
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資格や技能の習得に関する支援策（上位５項目） 

41.7

36.4

14.7

45.5

13.3

0 10 20 30 40 50

 訓練受講などの経済的援助が受けられること

 費用負担の少ない職業・技能講習会
 が開かれること

 訓練、講習などの受講がしやすくなること
 （受講日、時間帯、受講場所など）

 技能訓練や訓練受講中に、
 一時的に子どもを預かってもらうこと

 技能習得、職業訓練などの機会が増えること

(%)

 全　体(n=585)

 

 

④悩みや相談の状況 

《子どもについて困っていること》 

何らかの困りごとがある家庭の割合は72％を占めており、内容別には教育・進学、し

つけ、健康、食事・栄養などの順で困っている家庭が多くみられます。 

子どもについて困っていること（上位６項目） 

29.4

18.1

13.5

10.9

46.2

11.3

0 10 20 30 40 50

 教育・進学

しつけ

 健　康

 食事・栄養

 友　人

 就　業

(%)

 全　体(n=585)

 

 

《困ったときの相談・援助依頼先》 

困ったときに相談や援助を求める人では、親が60％と最も多く、次いで友人（48％）、

兄弟姉妹（36％）が多い。 

相談・援助依頼先（上位５項目） 

47.9

35.7

12.5

59.7

9.6

0 10 20 30 40 50 60

親

友人

兄弟姉妹

 知人・隣人

 相談先はない

(%)

 全　体(n=585)
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⑤養育費の状況 

《養育費に関する取り決めの状況》 

子どもの養育費について何らかの取り決めをした家庭は29％にとどまっており、この

うち文書による取り決めが17％、文書以外での取り決めが11％となっています。また、

取り決めの内容としては、支払期間は子どもが18歳か20歳になるまで、養育費の平均

月額は54,911円となっています。 

養育費に関する取り決めの状況 

4.3 11.3 53.813.0 17.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 全　体(n=585)

 公正証書、判決、調停調書等の公的文書で取り決めをした

 １以外の私的文書で取り決めをした

 文書はないが取り決めをした

 取り決めをしなかった

無回答
 

 

《養育費の支払い状況》 

取り決めのとおりに養育費の支払いが守られている家庭は29％にとどまっており、支

払われていないという家庭が64％を占めています。母子家庭になってからの年数別にみ

ると、取り決めのとおりに支払われている家庭の割合は母子家庭になった直後から３年

未満の家庭では42～52％を占めていますが、３年以上になると大きく割合が減少して

います。 

実際の養育費の支払い状況 

41.9

17.1

14.7

20.8

63.5

36.0

48.8

77.1

76.5

75.0

5.7

8.8

4.2

28.7

52.0

9.3

12.0

7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 全　体(n=167)

 １年未満(n= 25)

 １～３年未満(n=43)

 ３～５年未満(n=35)

 ５～10年未満(n=34)

 10年以上(n=24)

 取り決めのとおり支払われている  取り決めとおり支払われていない 無回答
 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 参 考 資 料 

■ 

 

 - 37 -

⑥住居の状況 

《住居形態》 

母子家庭になる前では民間賃貸住宅や持ち家などに住居形態が分散していましたが、

母子家庭になった直後には持ち家が大きく減少し、親や親族の家に同居したり、民間賃

貸住宅に居住する家庭が増加しています。 

現在の住居形態は、民間賃貸住宅が32％と最も多く、次いで親・親族の家に同居して

いる家庭、公営住宅（府営・市営等）、持ち家、公団（都市機構）・公社賃貸住宅の順と

なっています。これを全国調査と比較すると、本市は親・親族の家に同居したり、公団

（都市機構）・公社賃貸住宅で居住する家庭の割合が高く、持ち家に居住する家庭の割合

が低い結果となっています。 

母子家庭になった前後の住居形態の変化 

25.8

30.1

31.5

10.6

9.6

12.5

10.6

10.3

11.8

12.8

27.9

18.6

25.6

7.4

12.0

11.1

11.5

10.3

0.3

1.4

0.3

3.4

2.7

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 母子家庭になる前(n=585)

 母子家庭になった直後(n=585)

 現　在(n=585)

民間賃貸住宅  公営住宅（府営・市営等）  公団・公社賃貸住宅

 親・親族の家に同居  持ち家  社宅・社員寮

 母子生活支援施設（母子ホーム）  その他 無回答
 

 

《賃貸住宅の１か月あたりの家賃》 

民間賃貸住宅に居住する家庭では１か月あたり５万円から７万円未満の家賃を負担し

ている家庭が最も多くを占め、公団（都市機構）・公社賃貸住宅に居住する家庭でも４万

円前後の家賃を負担する家庭が多くみられます。 

賃貸住宅居住家庭の１か月あたりの家賃 

9.6

5.8

24.7

9.2

32.9

1.4

7.7

17.8

13.8

9.2

8.2

31.9

17.8

16.8

37.7

36.8

56.5

20.3

3.4

6.0

5.8
1.4

2.5

0.5

2.7

1.4

6.0

1.4

2.7
2.7

2.2

3.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 全　体(n=326)

 民間賃貸住宅(n=184)

 公営住宅(n= 73)

 公団・公社住宅(n= 69)

 ５千円未満  ５千円～１万円未満  １万円～２万円未満  ２万円～３万円未満  ３万円～４万円未満

 ４万円～５万円未満  ５万円～７万円未満  ７万円～９万円未満 無回答
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《賃貸住宅の入居時に困ったこと》 

公団（都市機構）・公社賃貸住宅や民間賃貸住宅に居住している家庭を中心に、家賃が

高いことに困っている家庭が54％と最も多く、次いで保証金（敷金等）などの一時金が

確保できないこと、公的賃貸住宅になかなか入れないこと、希望する場所で住宅が見つ

からないことなどの順で困っている家庭が多くみられます。 

賃貸住宅を探すときや入居するときに困ったこと（上位５項目） 

28.2

26.7

21.2

54.3

9.8

0 10 20 30 40 50

 家賃が高い

 保証金（敷金等）などの一時金が確保できない

 公営や公団・公社の公的賃貸住宅に
 なかなか入れない

 希望する場所（駅・職場に近い・同じ学校
 の校区内など）で住宅が見つからない

 連帯保証人が見つからない

(%)

 全　体(n=326)

 

 

⑦母子世帯に関する制度や施策について 

児童扶養手当や公共職業安定所（ハローワーク）、ひとり親家庭医療費助成、民生委員・

児童委員・主任児童委員、法律相談などがよく知られています。 

利用したことのある人が多い制度・施策は、児童扶養手当とひとり親家庭医療費助成、

公共職業安定所（ハローワーク）の３つで、その他の制度・施策についてはは０～１割台

の利用経験にとどまっています。 

各種施設・制度・施策の周知度と利用経験（周知度の高いもの上位９項目） 

8.5

5.5

32.1

14.4

42.4

43.8

36.4

40.3

36.1

4.3

14.9

27.7

32.8

37.4

37.8

40.3

45.3

15.7

14.9

14.7

15.2

14.4

14.9
3.8

2.1

6.7

11.5

14.2

55.6

82.7

51.8

43.2

1.0

15.2

11.8

10.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童扶養手当

 公共職業安定所（ハローワーク）

 ひとり親家庭医療費助成

 民生委員・児童委員・主任児童委員

法律相談

 母子自立支援員（母子相談員）

 福祉世帯（母子世帯）向け公営住宅

 母子家庭ほっとライン
 （大阪府母子福祉センター）

母子寡婦福祉資金貸付制度

 利用したことがある  知っているが利用したことがない  知らない 無回答
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⑧調査を通じて寄せられた主な意見 

○家賃が高い･･････････････････････････････････････････････････････････････11件 

○金銭的に苦しい、今後の収入・生活費が不安････････････････････････････････ 8件 

○母子家庭に対する支援制度やサービスをもっと知らせてほしい････････････････ 8件 

○公営住宅の抽選に当たらない･･････････････････････････････････････････････ 7件 

○子どもが病気などのときに休めない、休みにくい････････････････････････････ 5件 

○子どもと過ごす時間が少ない･･････････････････････････････････････････････ 5件 

○児童扶養手当の支給金額を決定する際の所得制限が厳しい････････････････････ 4件 

○保育料が高い････････････････････････････････････････････････････････････ 4件 

○就職先が見つからない････････････････････････････････････････････････････ 3件 

○児童扶養手当を毎月支給にしてほしい･･････････････････････････････････････ 3件 

○児童扶養手当が少ない････････････････････････････････････････････････････ 3件 

○働かない母子家庭の母親が補助を受けているのが疑問････････････････････････ 3件 

○子どもを進学させてやれるか不安がある････････････････････････････････････ 3件 

○健康上の不安がある･･････････････････････････････････････････････････････ 3件 

 

※自由回答意見欄に寄せられた類似意見を整理・集約した結果、

３件以上寄せられた意見を多い順に簡潔に列挙しています。 
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(2)「次世代育成支援対策地域行動計画」ニーズ調査  

「次世代育成支援対策地域行動計画」の策定に向けて、市内の就学前児童と小学校児

童の保護者を対象として平成16年１月に実施したアンケート調査で得られた結果のうち、

本計画に関わる部分を整理すると次のようになります。 

 

①子育てに対する不安や悩みなど 

子育てについて何らかの不安を感じる就学前児童の保護者は、全体では35％であるの

に対し、ひとり親家庭では46％と、より多くの保護者が不安を感じています。 

ひとり親家庭の保護者が抱く不安や悩みの内容としては、核家族などその他の家族形

態と同様に「生活習慣やしつけ」、「健康・発育・発達」、「安心して遊べる場所がない」、

「子どもの将来や教育」などが上位にあります。また、「子どもにお金がかかり、経済的

に苦しい」、「子どもと過ごす時間が十分に取れない」、「子どもの行事のための休暇が取

れない」、「労働時間が長い」、「育児休暇が取りにくい」などについても、他の家族形態

と比べて回答が多くなっています。 

就学前児童の保護者が抱く子育てに関する不安や悩み（ひとり親家庭：上位16項目） 

40.9

36.4

31.8

31.8

27.3

27.3

27.3

22.7

22.7

18.2

18.2

18.2

18.2

54.5

22.7

31.8

0 10 20 30 40 50

 子どもの生活習慣やしつけ

 子どもの健康、発育、発達など

 子どもが安心して遊べる場所が少ない

 子どもの将来や教育

 子どもにお金がかかり、経済的に苦しい

 子どもと過ごす時間が十分に取れない

 子どもどうしのつきあい

 自分の時間が取れない

 子どもがいると雇用が困難である

 子どもの早期教育・習い事について

 子どもを叱りすぎる

 子どもがわずらわしくイライラすることがある

 子どもや行事のための休暇が取りにくい

 男女ともに労働時間が長い

 育児休暇が取りにくい

 配偶者と子育てについての考えが合わない

(%)

 ひとり親家庭
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小学校児童の保護者のうち、ひとり親家庭において特に抱いている子育てに関する困

りごとや悩みとして、「職場が子育てに理解がない」という回答が60％を占めるほか、

「子どものこづかい」も57％を占めています。また、「育て方がわからず、自信が持て

ない」、「子どもがかわいくないと思うことがある」、「子どもと過ごす時間が十分に取れ

ない」、「家庭内暴力」などをあげる回答も多くなっています。 

小学校児童の保護者が抱く子育てに関する困りごとや悩み（ひとり親家庭：上位9項目） 

56.7

33.3

30.0

26.7

23.3

23.3

20.0

60.0

26.7

0 10 20 30 40 50 60

 職場が子育てに理解がない

 子どものこづかい

 育て方がわからず、自信が持てない

 子どもがかわいくないと思うことがある

 子どもと過ごす時間が十分に取れない

家庭内暴力

 子どもの生活習慣やしつけ

 子どもを叱りすぎる

 子どもの将来や教育

(%)

 ひとり親家庭

 

 

②子育ての悩みや不安の相談相手 

悩みの相談相手としては、地域の知人・友人、親・兄弟姉妹などの親族が多く、次い

で職場の同僚、元の配偶者・パートナー、保育所・幼稚園・学校関係などの順となって

います。 

子育ての悩みや不安の相談相手（ひとり親家庭：就学前児童の上位7項目） 

59.1

36.4

22.7

18.2

4.5

70.0

63.3

30.0

30.0

3.3

23.3

6.7

68.2

22.7

0 10 20 30 40 50 60 70

 地域の知人、友人

 その他の親族（親、兄弟姉妹等）

 職場の同僚

 配偶者・パートナー

保護者仲間

 保育所・幼稚園・学校の先生

 医師・看護師

(%)

就学前児童

小学校児童
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③子どもが病気のときの対応 

子どもが病気になった際の対応として、ひとり親家庭においては、親が仕事を休んだと

いう回答が87％と他の家族形態と比べて非常に多く、親族に預けたという回答も47％を

占めています。 

病気のときの対応（ひとり親家庭：上位５項目） 

46.7

20.0

13.3

86.7

13.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

 父親または母親が仕事を休んだ
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(%)
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